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第２回検討内容３）方針の検討

令
和
６
年
度

１）上位・関連計画等の整理

２）現状分析・課題整理

①都市づくりの基本理念（案）

②基本方針（案）（居住、都市機能、産業、交通、防災）

③目指すべき都市の骨格構造（案）

令
和
７
年
度

２）都市機能誘導区域の検討

①誘導施設 ②誘導区域 ③誘導施策

１）居住誘導区域の検討

①誘導区域 ②誘導施策

３）防災指針の検討

①防災施策・スケジュール ②目標値

４）定量的な目標値・評価方法の検討

５）立地適正化計画（素案）の作成

第３回検討内容

第４回検討内容

６）パブリックコメントの実施

７）立地適正化計画（案）の作成

第６回検討内容

第７回検討内容
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第５回検討内容

・誘導区域、誘導施策について

・防災指針について

・目標値について
・素案について

・立地適正化計画案について

立地適正化計画の流れ・進め方



立地適正化計画の方針について

3.2 課題解決のための施策・誘導方針

2

修正前 修正（案）

鉄道・バスだけでなく地域で支える柔軟な
移動手段等により、誰もが円滑に移動でき、
活動機会が保障されている都市づくり

鉄道・路線バス・コミュニティバス等の公
共交通ネットワークを維持・充実し、魅力
ある地域と暮らしを育む都市づくり

＜取組の例＞
１）市民の日常生活における活動機会を保
障するため、鉄道等の市域を跨がる広域的
な交通である幹線交通、主に市内の移動を
担う支線交通の維持・改善を図ります。

＜取組の例＞
１）鉄道等の市域を跨がる広域的な交通で
ある幹線交通、路線バス等の駅を中心とし
た市内移動を担う支線交通の維持・充実を
図ります。

２）端末交通として、幹線交通及び支線交
通を補完するラストワンマイル移動を支援
するデマンド型乗合タクシーや助け合い輸
送等の移動手段の確保に向けた検討を進め
ます。

２）幹線交通及び支線交通を補完する端末
交通として、コミュニティバスや地域主体
の助け合い輸送等の移動手段の確保を進め
ます。

■交通ネットワークに係る方針（P3-2）



立地適正化計画の方針について

3

修正前 修正（案）

＜取組の例＞
１）土砂災害特別警戒区域（レッドゾー
ン）などの災害危険性が高いエリアの情報
発信や避難行動の円滑化に向けた地域防災
力向上の取組を推進します。（災害リスク
の回避）

＜取組の例＞
１）土砂災害特別警戒区域（レッドゾー
ン）などの災害危険性が高いエリアの情報
発信等を推進します。（災害リスクの回
避）

３）幹線交通及び支線交通を補完する端末
交通として、コミュニティバスや地域主体
の助け合い輸送等の移動手段の確保を進め
ます。

（削除）

■防災に係る方針（P3-3）



立地適正化計画の方針について

3.3 目指すべき都市の骨格構造（P3-6）

4

修正前 修正（案）

美美



立地適正化計画の方針について

5

修正前 修正（案）

（新規） ＜ストーリー01：都市的な利便性を享受する住まいと暮らし＞
○駅周辺市街地（都市機能誘導区域）においては、商業や医療、文化等
の都市機能（誘導施設）を誘導することにより、歩いて楽しめるウォー
カブルなまちなかで、市民や来街者の多様な交流や活動が誘発され、に
ぎわいが創出されます。

○駅周辺市街地（都市機能誘導区域）においては、利便性の高い暮らし
を求める単身、新婚世帯、高齢者向けの住宅（賃貸集合住宅等）の立地
を促進することにより、まちなかへの住み替えが誘発されます。

○これにより、単身、新婚世帯は通勤・通学の利便性が高く、時間的・
経済的負担が軽減され、生活の質が向上します。高齢者は免許返納後の
移動が容易となり、子育て世代も含め買い物や行政サービス等へのアク
セスも良く、快適な日常生活が送ることができます。さらに、若者と子
育て世代、高齢者、来街者が混在することで、多様なニーズが生まれ、
民間サービスの活性化につながります。

3.4 住まいと暮らしをつくる戦略ストーリー（P3-8）



立地適正化計画の方針について

6

修正前 修正（案）

（新規） ＜ストーリー02：日常の中で出会いや交流が生まれる住まいと暮らし＞
○都市機能誘導区域の外に広がる既成市街地（居住誘導区域）は、地域のつ
ながりが深く、高齢者や子育て世帯等に対して地域ぐるみの見守りや支援が
受けやすい暮らしがあります。

○また、日常生活に必要な施設（医療・福祉施設、小規模な商業施設、診療
所など）の維持を図ることにより、利便性が確保されるとともに、日常生活
の中での出会いや交流が育まれ、安心して暮らせる場所が提供されます。

＜ストーリー03：自分らしさを大切にする住まいと暮らし＞
○計画的住宅地（居住誘導区域）においては、広い敷地やゆとりある街並み
など、質の高い住環境を確保するとともに、公園や緑道、集会所などの公共
施設を柔軟に活用することにより、子育て世帯や新規転入者なども暮らしや
すい生活空間が提供されます。

○また、地域住民の構成やニーズの変化に応じて、地区計画等の土地利用規
制の見直しを行うことにより、ニュータウンのセンター地区の機能更新を促
進し、暮らし続けるための新たな生活サービス機能が創出されます。



立地適正化計画の方針について

7

修正前 修正（案）

（新規） ＜ストーリー04：豊かな自然の中でスローライフを楽しむ住まいと暮らし＞
○市街化調整区域の田園集落地等（居住誘導区域外）では、文化財や自然、
農地など、集落ならではの資源を保全しつつ、ゆとりある暮らしが継承され
ていきます。

＜ストーリー05：創造性を育む住まいと暮らし＞
○学研高山地区（都市機能誘導区域）では、関西文化学術研究都市（けいは
んな学研都市）が目指す最先端の技術の集積と学研高山地区周辺の自然·文化
が共生する「高山地区」ならではの研究環境で、産業・学術研究機能を集積
することにより、新たな技術や価値が創出されたスマートシティを目指して
いきます。

○ここでは、暮らしと研究が一体となったスマートな次世代型住環境が形成
されます。



立地適正化計画の方針について

4.3 居住誘導区域の設定

8

修正前 修正（案）

検討の結果、上記の区域は、下記の理由か
ら居住誘導区域から除外しないこととする。

検討の結果、上記の区域は、避難行動の周
知等により命を守る対策を実施しているた
め、居住誘導区域から除外しないこととす
る。

4.3.3 居住誘導区域から除外を検討する箇所（P4-12）

修正前 修正（案）

（新規） ・学研高山地区は全域を都市機能誘導区域
に設定しています。（5.3.3都市機能誘導区
域参照）

4.3.4 居住誘導区域（P4-17）



立地適正化計画の方針について

5.1 都市機能誘導区域設定の基本的な考え方（P5-1）

9

修正前 修正（案）

都市機能誘導区域は、原則として居住誘導
区域内に設定し、医療・福祉・商業等の都
市機能を都市の中心拠点や生活連携拠点に
誘導し集約することにより、これらの各種
サービスの効率的な提供が図られるように
定めます。

都市機能誘導区域は、原則として居住誘導
区域内に設定し、医療・福祉・商業等の都
市機能を都市の中心拠点や生活連携拠点に
誘導し集約することにより、これらの各種
サービスの効率的な提供が図られるように
定めます。（学研高山地区については、居
住誘導区域外。）

修正前 修正（案）

③例外的に都市機能誘導区域を定める箇所
・例外的に都市機能誘導区域に定める箇所
として、以下の範囲を検討する。

③その他都市機能誘導区域を定める箇所
・その他都市機能誘導区域に定める箇所と
して、以下の範囲を検討する。

＜ステップ２＞（P5-3）



立地適正化計画の方針について

5.4.2 誘導施設の設定（P5-24、P5-25）

10

修正前 修正（案）

○【維持努力】：区域内に立地があり維持
を図る施設（誘導施設としない施設）
△：拠点以外の鉄道駅周辺（徒歩圏半径500
ｍ）に立地している施設（誘導施設としな
い施設）
＊：将来生活交通圏域（居住誘導区域内）
に立地している施設（誘導施設としない施
設）

○【維持努力】：区域内に立地があり維持
を図る施設
△：拠点以外の鉄道駅周辺（徒歩圏半径500
ｍ）に立地している施設
＊：将来生活交通圏域（居住誘導区域内）
に立地している施設



立地適正化計画の方針について

6.1 誘導施策（P6-1）

11

修正前 修正（案）



立地適正化計画の方針について

6.2.1 居住誘導に係る施策（P6-2）

修正前 修正（案）

①良好な住環境の維持・形成
（主な対象区域：駅周辺市街地、既成市街
地等、計画的住宅地）
○定住促進や新規転入者の増加を目指し、
需給バランスを考慮した住宅供給、将来世
代に継承できる安全で質の高い住宅ストッ
クの確保等に取り組みます。

○市民の暮らしを支え、今後も安心・安
全・快適に住み続けることができるよう、
インフラ施設の長寿命化と適切な維持・管
理（道路、公園、上下水道等）を図ります。

①良好な住環境の維持・形成
（主な対象区域：駅周辺市街地、既成市街
地等、計画的住宅地）
○定住促進や新規転入者の増加を目指し、
需給バランスを考慮した住宅供給、将来世
代に継承できる安全で質の高い住宅ストッ
クの確保等に取り組みます。
○高齢化の進展や時代の変化への対応が必
要な住宅地については、用途地域や地区計
画の見直し等により、日常生活圏に立地し
ていると利用しやすい施設（介護福祉施設、
子育て支援施設、商業施設等）を配置し、
住宅地としての持続性の確保に取り組みま
す。
○市民の暮らしを支え、今後も安心・安
全・快適に住み続けることができるよう、
インフラ施設の長寿命化と適切な維持・管
理（道路、公園、上下水道等）を図ります。

12



立地適正化計画の方針について

6.2.2 都市機能誘導に係る施策（P6-6）

13

修正前 修正（案）

2-1. 市の玄関口となる都市拠点の機能の充
実と魅力づくり
（主な対象区域：駅周辺市街地）
○生駒駅及び東生駒駅周辺においては、本
市の玄関口にふさわしい都市拠点として、
従来の都市機能のみならずライフステージ
の変化や新しい生活様式に対応することの
できる生活利便機能等の集積・誘導を図り
ます。
○都市機能誘導区域においては、市民全体
や来街者等へのサービスを提供する誘導施
設（市役所、子育て支援センター、大規模
商業施設、病院、生涯学習施設、図書館）
の維持・誘導を図ります。

2-1. 市の玄関口となる都市拠点の機能の充
実と魅力づくり
（主な対象区域：駅周辺市街地）
○生駒駅及び東生駒駅周辺においては、本
市の玄関口にふさわしい都市拠点として、
従来の都市機能のみならずライフステージ
の変化や新しい生活様式に対応することの
できる生活利便機能等の集積・誘導を図り
ます。
○都市機能誘導区域においては、土地の高
度・有効利用を進め、市民全体や来街者等
へのサービスを提供する誘導施設（市役所、
子育て支援センター、大規模商業施設、病
院、生涯学習施設、図書館）の維持・誘導
を図ります。



立地適正化計画の方針について

6.2.2 都市機能誘導に係る施策（P6-7）

14

修正前 修正（案）

2-2. 地域住民の生活を支える地域拠点・生
活連携拠点の機能の充実
（主な対象区域：駅周辺市街地）
○南生駒駅周辺でのバリアフリー基本構想
の実現に向けた取組や小中一貫教育を行う
生駒南小・中学校と地域との交流の進むま
ちづくりを推進します。

2-2. 地域住民の生活を支える地域拠点・生
活連携拠点の機能の充実
（主な対象区域：駅周辺市街地）
○南生駒駅周辺から生駒南小学校・生駒南
中学校を含むエリアにおいては、バリアフ
リー基本構想の実現に向けた取組や小中一
貫教育に向けての学校運営協議会（コミュ
ニティスクール）の設置により、学校を核
とした地域活動の活性化を図ります。



立地適正化計画の方針について

6.2.3 交通ネットワークに係る施策（P6-９）

15

修正前 修正（案）

3-1. 市民の活動機会を保障する移動手段の
確保
（主な対象区域：既成市街地等、計画的住
宅地）
○都市拠点や地域拠点まで公共交通サービ
スを利用して移動できない（時間がかか
る）地区については、路線バスやたけまる
号のサービス提供状況を検証し、必要に応
じて改善等の検討を行います。
○高齢者等の交流の場・生きがいづくりの
場として中心的な施設であるコミュニ
ティ・文化施設での活動機会の保障を目指
し、既存の公共交通サービスの強化やデマ
ンド型の公共交通サービス等を検討します。

＜主な事業等＞
・公共交通サービスの維持・改善事業

3-1. 幹線及び支線交通ネットワークの維
持・充実
（主な対象区域：駅周辺市街地、既成市街
地等、計画的住宅地）
○鉄道等の市域を跨る広域的な交通である
幹線交通の利便性を確保し、その維持と充
実を図ります。
○都市拠点と地域拠点へ繋がる路線バス等
の支線交通を維持・充実し、幹線交通との
連携を通じて持続可能な地域交通ネット
ワークを形成します。

＜主な事業等＞
・公共交通サービスの維持・改善事業



立地適正化計画の方針について

16

修正前 修正（案）

3-2. 地域や企業との協働による公共交通
サービスの充実
①公共交通の利用促進
（主な対象区域：既成市街地等、計画的住
宅地）
○子どもの送迎や転入者等に対して、交通
事業者等と連携したモビリティ・マネジメ
ントを実施します。

＜主な事業等＞
・公共交通利用促進事業
・モビリティ・マネジメントの実施

3-2. 端末交通の運行維持・改善、新たな輸
送の検討
①既存コミュニティバスの運行の維持・改
善
（主な対象区域：駅周辺市街地、既成市街
地等、計画的住宅地）
○他の公共交通がない地域で運行する既存
コミュニティバス路線について、評価基準
に基づき運行の維持や改善を図ります。

＜主な事業等＞
・コミュニティバス運行事業



立地適正化計画の方針について

17

修正前 修正（案）

②地域との連携推進
（主な対象区域：駅周辺市街地、既成市街
地等、計画的住宅地）
○バス停までの坂道の徒歩移動が困難な地
区を中心に走行する公共交通サービス（コ
ミュニティバスの新規路線）の導入を検討
します。
○幹線道路から離れた、道幅も狭い地区を
中心に、地区内での移動を支援するデマン
ド型乗合タクシー、助け合い輸送等を検討
します。

＜主な事業等＞
・助け合い輸送の検討

②地域との連携推進
（主な対象区域：駅周辺市街地、既成市街
地等、計画的住宅地）
○バス停までの坂道の徒歩移動が困難な地
区を中心に走行する公共交通サービス（コ
ミュニティバスの新規路線）の導入を検討
します。
○コミュニティバスの運行要件を満たせな
い地区や、幹線道路から離れた道幅も狭い
地区を中心に、地区内での移動を支援する
地域主体の助け合い輸送等を検討します。

＜主な事業等＞
・助け合い輸送の検討
・グリーンスローモビリティ導入検証事業
の推進



立地適正化計画の方針について

6.3 届出制度（P6-11）
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修正前 修正（案）

（新規） (1) 居住誘導区域に関する届出・勧告
居住誘導区域外で住宅を含む開発行為及び建築等行為を行おうとする場
合は、開発行為等に着手する30日前までに届出を行う必要があります。

(2) 都市機能誘導区域に関する届出・勧告（開発行為等）
都市機能誘導区域外で誘導施設を含む開発行為や建築等行為を行おうと
する場合は、開発行為等に着手する30日前までに届出を行う必要があり
ます。

(3) 都市機能誘導区域に関する届出・勧告（誘導施設の休廃止）
休廃止に係る届出は、市が既存建物・設備の有効活用等、機能維持に向
けて、誘導施設の休廃止を事前に把握し、他の事業者を誘致するなどの
対応機会を確保するための制度です。
都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、
これらの行為に着手する日の30日前までに届出を行う必要があります。



立地適正化計画の方針について

7.1 対象とする災害ハザード情報（P7-1）
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修正前 修正（案）

本市において想定される災害として、土砂
災害、洪水、盛土 に関する災害ハザード
情報は以下のとおりとなります。

本市において想定される災害として、土砂
災害、洪水、盛土、地震に関する災害ハ
ザード情報は以下のとおりとなります。



立地適正化計画の方針について

7.1 対象とする災害ハザード情報（P7-2～14）
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修正前 修正（案）

（分析関係の図表を削
除）



立地適正化計画の方針について

7.2 課題の整理（P7-4）
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修正前 修正（案）

想定浸水深3.0ｍ未満の区域に＊＊＊＊ 浸水区域（想定浸水深３m未満）に

（新規） (4) 地震
・地震については、影響の範囲や程度を即
地的に定め、居住誘導区域から除外するこ
とに限界があることから、必要な防災・減
災対策を地域防災計画等により計画的に実
施していくものとします。



立地適正化計画の方針について

7.3.1 防災まちづくりの取組方針（P7-5）
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修正前 修正（案）

➊災害リスクの回避
・災害リスクの特に高い地域は、居住誘導
区域および都市機能誘導区域から除外し、
市民の安全を確保します。
・災害リスクの高い地域での開発を抑制す
るとともに、安全なエリアの情報発信や避
難行動の円滑化に向けた地域防災力向上の
取組を推進します。

➊災害リスクの回避
・災害リスクの特に高い地域は、居住誘導
区域および都市機能誘導区域から除外し、
開発を抑制することにより市民の安全を確
保します。

➋災害リスクの低減
2)ソフト対策
・安全なエリアの情報発信や避難行動の円
滑化に向けた地域防災力向上の取組を推進
します。

7.3.2 具体的な取組（P7-8）

修正前 修正（案）

・災害時における避難のための通学路の安
全対策の実施

・通学路の安全対策の実施



立地適正化計画の方針について

8.1 評価目標（P8-1）
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分野 評価指標 基準 推計 目標 備考

居住誘導

居住誘導区域の
人口密度

【令和２年】
63.6人/ha

【令和27年】
53.5人/ha

【令和27年】
推計値以上

立適手引き

行政区域人口に
対する居住誘導区
域の人口割合

【令和２年】
93.9％

【令和27年】
92.2％

【令和27年】
推計値以上

立適手引き

都市機能
誘導

都市機能誘導区
域の誘導施設の割
合

【令和２年】
71.4％

―
【令和27年】
現状値以上

立適手引き

交通ネッ
トワーク

基幹的公共交通
路線の徒歩圏人口
カバー率

【令和２年】
94.9％

【令和27年】
93.7％

【令和27年】
推計値以上

立適手引き

公共交通の利便
性の満足度（鉄
道・バス）

【令和２年】
33.9％

―
【令和27年】
現状値以上

生駒市市民満
足度調査


